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【開催日】 令和４年９月５日（月） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前９時５８分 

【出席委員】 

委員長 長谷川 知 司 副委員長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 岡 山   明 

委員 笹 木 慶 之 委員 古 豊 和 惠 

委員 前 田 浩 司   

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

総務部長 川 地  諭 人事課長 古 屋 憲太郎 

人事課課長補佐 福 田 智 之 人事課人事係長 藤 田 浩 子 

人事課給与係長 室 本  祐 税務課長 矢 野  徹 

税務課課長補佐兼固定資産税係長  桑 原  睦 税務課収納係長 永 谷 真 史 

税務課収納係主任 村 田 直 美 税務課市民税係長 山 根 和 之 

税務課固定資産税係主任 光 永 正 志 選挙管理委員会事務局長 亀 田 政 徳 

【事務局出席者】 

事務局次長 島 津 克 則 庶務調査係長 田 中 洋 子 

【審査内容】 

１ 議案第６１号 山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について                   （人事） 

２ 議案第６２号 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定につい        

 て                             （税務） 

３ 議案第６５号 山陽小野田市議会議員及び山陽小野田市長の選挙における 

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（選管） 
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午前９時 開会 

 

長谷川知司委員長 おはようございます。ただいまから総務文教常任委員会を

開催いたします。本日の審査内容は、議案３件を行います。最初に、議

案第６１号山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、執行部からの説明を求めます。 

 

古屋人事課長 それでは、議案第６１号山陽小野田市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例について御説明いたします。お配りしてお

ります参考資料を御覧ください。この度の改正は、地方公務員の育児休

業等に関する法律が改正されたことに伴うものでございます。育児を行

う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にする観点から、以下の

改正が行われております。まず第１弾ですけども、これはこの４月１日

から施行されているものでございまして、３月議会で条例を上程し、議

決いただいているものでございます。まず一つ目として、非常勤職員の

育児休業の取得要件が緩和されております。これは、会計年度職員にな

りますが、会計年度職員が育児休業を取ろうと思う場合は、取る前に在

職期間が１年以上なければいけなかったんですが、その規定が削除され

ております。結果、現在は子供が１歳６か月になるまで雇用が見込まれ

るものは取得可能となっております。２点目といたしまして、職員に子

供が生まれた場合は、育児休業の制度を説明して、育児休業を取りませ

んかということで意向確認するということ。これは、努力義務ではござ

いますが、そのような改正が行われております。本市も４月から行って

いるところでございます。続いて第２弾でございます。これが、この度

の条例改正の内容ということです。１０月１日施行です。１点目といた

しまして、育児休業の取得回数が増えます。現在は産後５７日間に１回

ということで、産後パパ休暇と呼ばれているものなんですが、これは男

性ですね。その後に１回ということで、現在は２回取れるような形にな

っておりましたけども、この度の改正によりまして、産後パパ休暇が２
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回、そして、その後２回、計４回取れるようになります。男性は４回、

女性であれば２回ということになります。男性職員の育児休業を促進し

ようというような趣旨でございます。２点目といたしまして、非常勤職

員の取得要件が更に緩和されます。先ほど産後パパ休暇ということを申

し上げましたけども、今非常勤職員は子供が１歳６か月になるまで雇用

が見込まれるということがございましたが、産後パパ休暇を取得する場

合は、その取得から６か月後まで雇用期間があるものは取れるというこ

とになります。あと夫婦が交代して取得することが可能となるというよ

うな改正です。３点目といたしまして、これは規則事項になりますけど

も、育児参加のための休暇ということで、出産に係る子又は小学校就学

に達するまでの子を養育する職員が、育児参加のために取得する特別休

暇というのは、今も５日ございます。その取得期間が、出産後８週間以

内であったのが、これが出産後１年間に延ばされるということでござい

ます。この度の改正は、法律が改正されたことに伴って手続等の所要の

改正ということになります。制度の周知をしっかり図って、子育てがし

やすい職場環境に努めてまいりたいと考えております。説明は以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司委員長 執行部からの説明が終わりました。質疑を受け付けます。 

 

古豊和惠委員 第１弾の②の「育児休業を取得しやすい環境整備」は、今年の

３月議会後、何人が取得されたんでしょうか。 

 

古屋人事課長 育児休業を取得している職員は全員女性になりますが、現在は

１１名おります。この度、男性をということですが、男性の育児休業の

取得は昨年度１名ありましたけれども、あまり取得が進んでいないよう

な状況でございます。それ以前にも１人取って、その職員が子供３人に

対して、全部取っておりますので、男性でいえば２人、計４回というこ

とになります。 
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古豊和惠委員 改正されたことによって、育児休暇が取りやすくなったとは思

うんですが、大体の見込み人数というのはありますか。 

 

古屋人事課長 見込みというのは、女性職員は子供が産まれれば、もうほぼ１

年間、ほぼ１００％取られます。男性職員ということであれば、これは

昨年度になりますけども、９人子供が生まれております。そのうち１人

取ったということで１１％になります。 

 

前田浩司委員 第２弾のところに記載されております改正後でいきますと、産

後５７日以内に２回と書いてありますけれども、この期間は何日という

のはあるんでしょうか。 

 

古屋人事課長 これは１回が４週間以内の期間ということになります。 

 

前田浩司委員 ４週間以内というのは、４週間取れるということなんですか。 

 

古屋人事課長 １回が４週間以内ということで、男性の場合、ほとんど短期に

なります。退院されて帰ってこられてから、１週間、２週間と短期にな

りますので、１回が４週間以内で１回取って、更にもう１回取れるよう

になるということでございます。 

 

前田浩司委員 今の執行部の答弁からすると、要は８週間ほど取れるという理

解でよろしいんでしょうか。 

 

古屋人事課長 ２回取って、フルに取られれば、そういうことになります。 

 

前田浩司委員 例えば４週間ほど休まれたら、この間の給料の保障というのが、

それなりに手当てされるという認識でよろしいでしょうか。 

 

古屋人事課長 育児休業を取られると給料は出なくなります。ただ、育児休業
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手当金という形で、保険のほうから、半年間は３分の２、半年を超えて

１年は半分が保障されるというような形になります。 

 

前田浩司委員 続いて第２弾の③のところに、育児参加のための休暇が特別休

暇５日という記述があるんですけれども、これは、１年に５日、それと

も小学校の就学まで総計が５日ということなんでしょうか。 

 

古屋人事課長 取れるのが出産後１年間ということになりますので、その１年

間の間に５日ということになります。 

 

宮本政志副委員長 先ほど、男性１人で取得が進まないという説明が、古豊委

員の質疑でありましたよね。その原因、理由は何ですか。 

 

古屋人事課長 一番大きいのは、先ほど御質問にもございましたけど、給料が

出なくなるということだろうと思います。女性が、基本育休を多分取っ

ていらっしゃいますから、それに加えて男性も取るということで、主た

る生計維持者であれば、収入が減るというのが一番大きいのかなとは思

います。あと、男性であれば、先ほども言いましたが、ある程度短期で

取りますから、育児休業を取られるという方法もあるんですけど、例え

ば２週間ぐらい取ろうと思えば、年休を４０日持っていたりとか、先ほ

ど言いましたような特別休暇もあります。そういったものを組み合せて

取れば、給料も減額されないというのもありますので、そういった別の

休暇でというような者はいるかもしれませんけども、そういうような状

況でございます。 

 

長谷川知司委員長 ということは、執行部としては、この条例改正に伴うよう

な対策というのは、別段力を入れて取り組むことはしないよということ

ですか。 

 

古屋人事課長 そういうわけではもちろんございませんので、できるだけ取っ
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ていただきたいという思いはございます。ただ、最終的には夫婦間でよ

く話し合って決定していただくことになりますけども、重要なのは、取

ろうと思ったときに、何となく取りづらいとか、言い出しづらいという

ような雰囲気があってはいけませんので、やはり課のほうで、子育てを

行う職員を支援していくというような雰囲気というか、環境づくりとい

うことをしっかり周知していきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 その環境づくりについてお聞きしますが、生まれた後に、職員に

対してこういった個別説明とかをされるということですけども、その前

段階で職員に対しては、一定の知識とか、市としての考え方というのが

必要だと思うんですよ。その生まれる前にも子づくりの計画とか、育児

の計画とかを立ててから、やっぱり夫婦はそう動いていくわけですから。

その辺についての体制はどうですか。 

 

古屋人事課長 今までも法改正等があれば、職員には周知しておりますが、こ

の第１弾についても改正されたときに庁議等の場で内容を周知して、子

育てを行う職員への配慮をお願いしますというようなことは言っており

ます。この度第２弾として改正されましたので、また、しっかりと周知

を図っていきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 そして、育児休暇を取られた女性も男性もそうなんですけども、

休業中のフォローであったりとか、職場の復帰後のケアといったところ

が、例えば、キャリアに影響するんじゃないかとか、長く休んで復帰す

ると仕事が変わったり内容が変わったりして、そこで不安があるとか、

育児休業にもいろんな課題があるわけなんですけど、それについても、

どういう考え方で、どういう体制で臨んでいるのかをお聞きします。 

 

古屋人事課長 女性職員であれば、ある程度長く取られます。最低でも１年、

長い職員であれば３年ということになります。本人については、育児休

業中は昇給期間も全額通算されるとか、不利にはならないようにはなっ
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ておりますが、たしかに長い間仕事を離れるとそういった不安等もある

かとは思います。そこについて特段、育児休業中にこちらが何かしてい

るということはないというような状況ではございます。 

 

宮本政志副委員長 この第２弾で、正規職員３年と非常勤１年って、これ何で

年数が違うんですか。 

 

古屋人事課長 これは、法律でそのようになっているということでございます。

非常勤職員は原則１年なんですけど、例えば保育所が空いていないよう

なことがあれば、１歳６か月までとか最大２年まで延ばせるようにはな

っております。 

 

岡山明委員 それで今対象が１１名と言われましたよね。１１名は市の女性職

員なんですか。この１１名が正職員か、非常勤職員かどうか、その辺の

割合は分かりますか。 

 

古屋人事課長 今育児休業を取っているのは、全員正規職員の女性ということ

になります。非常勤職員は今はおりません。 

 

岡山明委員 これはもう個人的なプライバシーの話になるんでしょうけど、そ

の１１名の対象が、市の職員か、職員外か、内訳は話せますか。１１人

の内訳、職員か職員でないか。  

 

古屋人事課長 この１１人は全員正規職員で、その他というのが要は非常勤職

員というのは、会計年度職員とかになりますので、あくまで職員だけで

すね。民間は関係ありません。 

 

長谷川知司委員長 正規の職員ということです。 

 

岡山明委員 相手ですよね。相手というのは必ず男性なんだけど、女性の相手
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が市の職員なのか、他の企業の職員なのか、その内訳は話せますか。 

 

長谷川知司委員長 そこまで言うことができますか。 

 

古屋人事課長 お答えは控えさせていただきます。 

 

岡山明委員 今回は男性に対して休暇を取れという話ですよね。そうすると、

あくまでも１１人に対して相手が分からんから、全員職員じゃないんだ

から、普通の民間の旦那さんがおってという状況ですから、市としては

男性の休暇を望みますという形で、１１人の内訳が分からんという話に

なると、民間のほうに市としてそういうアクションを取っているかどう

かという問題も当然出てきますよね。そうでしょ。 

 

長谷川知司委員長 あくまでも市の職員の男性に対してであって、女性の配偶

者に対してじゃないですから、市の男性職員に対してです。 

 

前田浩司委員 先ほど職員女性の方１１名の方が利用しておられるという話で

あったんですけれども、もしお答えできればということで、担当の課と

いうのは、何課に何人というのは、教えていただけるんですか。 

 

古屋人事課長 幅広くいろいろとです。 

 

前田浩司委員 ちょっとお聞きしたのは、やはり取りやすい課とそうじゃない

課があるのではないかと思ったので、ちょっとその辺教えていただけれ

ばということで、質問させていただいたんですけど。 

 

古屋人事課長 女性職員は１００％取られます。 

 

前田浩司委員 その回答を聞きまして安心いたしました。 
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笹木慶之委員 確認ですけど、第２弾の改正の③「育児参加のための休暇の充

実」、これは規則と書いてあるんですが、条例改正には関係ないでしょ。 

 

古屋人事課長 そうです。規則改正ということになります。 

 

笹木慶之委員 この規則改正は、本市が単独で変えられたのか、あるいは国か

ら、そのような準則といいますか、流れがあってのことなんでしょうか。 

 

古屋人事課長 法律が改正されたことに伴うものでございます。本市独自とい

うことではございません。 

 

笹木慶之委員 これは、いわゆる指導に基づいた決まりそのものと理解してい

いんですね。 

 

古屋人事課長 法律が改正されたことに伴うものでございますので、ほぼ、ど

の市も改正されると思います。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、ここで質疑を打ち切ります。討論はございますか。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論はございません。では、採決いたします。議案第６１

号山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成です。この議案第６１号は可決すべきものと決し

ました。どうもお疲れ様でした。では、続きまして議案第６２号山陽小

野田市税条例等の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を

求めます。 
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矢野税務課長 それでは、議案第６２号山陽小野田市税条例等の一部を改正す

る条例の制定について御説明いたします。今回の改正は、地方税法等の

一部を改正する法律が令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、所

要の改正を行うものであります。なお、このうちの一部については、施

行日の関係から、５月市議会臨時会において御承認いただいており、今

回の改正は、順次施行される内容についてのものであります。お手元に

参考資料として「山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついての概要」をお配りしておりますので、これに沿って御説明いたし

ます。今回の条例改正の主な内容としては、大きく４点が挙げられます。

一つ目は、住宅借入金等税額控除、いわゆる住宅ローン控除の見直しで

す。この控除は、適用年の各年において、住宅ローン控除可能額のうち、

所得税額から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市民税額か

ら控除するものですが、対象となる居住年が令和３年１２月末までのも

のが、令和７年１２月末までのものとして延長されました。また、控除

期間が１０年から１３年に延長されました。控除額は借入金等の年末残

高の０．７％に、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の５％までと

されました。表にございます参考ですが、アスタリスクで「居住年のみ

が条例改正を伴うもの」と書いてありますが、ここで訂正でございます。

「居住年と期間が条例改正を伴うもの」になります。二つ目は、上場株

式等の配当所得等に係る課税方式の見直しです。これまで上場株式等の

配当所得等に係る課税方式については、所得税と個人市民税において異

なる方式を選ぶことが可能となっていましたが、所得税の課税方式と同

一の方式によることとされました。三つ目は、地域決定型地方税制特例

措置、いわゆる「わがまち特例」の見直しです。国の示す割合を参酌し

て、一定の範囲内において特例割合を条例で定める課税標準の特例措置

が講じられている汚水廃液処理施設及び下水道除害施設に対して、国が

示す特例割合等が見直されたことに伴い、本市で定める特例割合につい

ても見直しを行うものです。表上段の汚水廃液処理施設とは、人の健康

や生活環境を害するおそれのあるものを含む汚水や廃液を処理する施設

のことをいいますが、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの
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間に取得された施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合について、

国の参酌規定と同じ３分の１と改正するものです。表下段の下水道除害

施設とは、下水道施設の機能を妨げ、又は施設を損傷させるおそれのあ

る下水を一定基準以下の水質にして下水道に流すことができるようにす

るための有害物質を除去する施設をいいますが、令和４年４月１日から

令和６年３月３１日までの間に取得された施設に係る固定資産税の課税

標準の特例割合について、国の参酌規定と同じ５分の４とするものです。

四つ目は、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付におけるＤＶ被害

者等の記載住所の見直しです。登記簿上の住所を記載することとしてい

る固定資産課税台帳等の閲覧又は固定資産課税台帳に記載されている事

項についての証明書を交付する場合において、登記所への申出があった

場合には、ＤＶ被害者等の住所を記載せず、住所に代わる事項を記載す

ることとされました。何ぴとでも知ることのできる登記簿上の住所の取

扱いとの連携を図る趣旨での改正であります。なお、各改正の施行期日

は、３にお示しのとおりです。説明は以上となります。審査のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付け

ます。 

 

古豊和惠委員 住宅ローン控除についてです。令和３年１２月までのものが、

改正後は令和７年１２月までのものとなっていますが、そうすると今年

の令和４年の４月、５月に納めた住宅ローンはどういうふうに計算され

ているんでしょう。もう控除されているんですか。それとも控除されな

いものが請求されたんでしょうか。 

 

矢野税務課長 現行、令和１５年までの控除期間となっておりますので、今年

度につきましては、当然従前のとおり、住宅ローンの残額については、

所得税から控除しきれない部分については、個人住民税から控除されて

おります。それが、令和７年に入居されたら令和８年から課税になりま



 12 

すので、令和８年から１３年後の令和２０年まで控除ができるというこ

とで、今まで入られた方は、当然昨年入られた方は、そこから１０年控

除期間があるわけですから、今年度についても令和３年末にローンの残

高が残っておれば、控除しておるはずです。 

 

伊場勇委員 住宅ローンについてなんですが、建物の基準要件というのはなか

ったんでしたっけ。省エネ基準とか、そういうところは変わってなかっ

たですか。また、所得制限とかも何かこう変わったというのは、前の改

正だったか、それについて、やっぱり市民に対してもしっかり周知しな

きゃいけないと思うんですけども、その辺について教えていただきたい

んですが。 

 

矢野税務課長 伊場委員が言われるとおり、住宅についてカーボンニュートラ

ルの実現に向けたというところで、省エネ住宅に対する控除、借受けの

限度額というところが上がっている。ですから、カーボンニュートラル

じゃない住宅については、上限が低くなったというところがありますの

で、その辺りの周知につきましては、ホームページ等々含めまして、広

く周知を図っていきたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 住宅借入金等特別税額控除を一見すると、減税に見えるけど、

中身を計算すると、個人の負担が増えるんじゃないですか。逆になって

いると思いますよ。というのが、例えば、１０年間で借入金等の年度末

残高１.０％、１.０％が１０年すると１０％でしょ。ところが、これが

改正後１３年になって、０.７％だから９.１％になるという単純計算に

なる。原資は別として考えれば。それから、所得税の課税総所得金額等

の７％が５％になるということは、７％が１０年で７０％、５％が１３

年で６５％になる。単純計算すればそう思うんだけど、違うんですか。 

 

矢野税務課長 はい、委員の言われるとおりです。個人の税負担というところ

から見ると増となります。こちらにつきましては、昨今の金利が低金利
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で１％よりも低い金利の借入れが可能な状態で、要はその利子よりも控

除額のほうが大きいという逆転現象が生じていたことから、国も改正の

運びとなったと聞いております。 

 

笹木慶之委員 そうすると個人的には実損はないということになるのかな。 

 

矢野税務課長 その借り入れている期間の金利にもよるんですが、金利の高い

ところで借りていれば、限度額が低くなり、個人的には増税ということ

にはなりますので、損にはなるかなと思います。 

 

笹木慶之委員 だから、問題はやはり地方自治の税を預かる者とすれば、その

辺をやっぱり少し説明しないと、これを見るとあたかも期間が延びたか

ら有利になるように受け止められるわけよ、期間延長でね。しかし、内

容的にはそうでないものがあるということを読み取らないといけないと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

矢野税務課長 これが、今までよりも損になるか得になるかというのは、いろ

んな借入金額の条件であったりとか、先ほど伊場委員から言われた、ど

ういった住宅を取得するかによって、全ての方が損になるというわけで

はありませんので、その辺りは、まだホームページで告知等はしており

ませんけど、その辺りのことも詳しく周知を図ってまいりたいと思いま

す。 

 

笹木慶之委員 要は、そこの分の周知をきちんと図ることが大事だと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

伊場勇委員 （３）のわがまち特例の見直しについてですが、わがまち特例は

地方に条例委任させて、その事項について、まちづくりに対しての議論

をしていただくというような意味合いもあると思うんですよ。そこで、

本市で定める特例割合を、この２分の１、そして５分の４に、範囲の真
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ん中を選んできたわけじゃないですか、本市としては。どういった理由、

根拠があるのかなと思いまして、その辺いかがですか。 

 

矢野税務課長 このわがまち特例が導入されたときに、この二つにつきまして

は、国の参酌規定を用いて、条例において特例割合を定めております。

汚水廃液処理施設については、本市において該当があります。下段の下

水道除害施設については、本市について現在該当がございません。市で、

特別に例えば、汚水対策をするであったりとか、あまりにもその水質汚

濁が著しいとか、そういったものがあれば、国で決められた範囲内の一

番下に設定することもあろうかと思いますが、現在そのような状況にな

いということも鑑みて、国の定める参照規定を適用させております。 

 

宮本政志副委員長 汚水廃液処理施設は該当があるというのは、これは何件で

すか。 

 

矢野税務課長 現在４社、４事業所でございます。 

 

岡山明委員 汚水廃液処理施設に関しては、４社あるという話になりましたが、

下水道除害施設に関しては該当するような企業はないということですね。 

 

矢野税務課長 該当する施設がないということです。企業がないかどうかとい

うところになると、その辺は少し分からないですが、この特例に該当す

る施設を持っている事業所がないということになります。 

 

岡山明委員 汚水廃液処理施設に該当する企業というのは、公衛社とかそうい

ったところになるんですか。 

 

矢野税務課長 事業において、廃液を排出する事業所となりますので、そうい

ったところではございませんで、化学工場といったところになります。 
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伊場勇委員 （４）の記載住所の見直しについてです。「ＤＶ被害者等の住所

を記載せず」と書いておりますけれども、ＤＶ被害者というのを税務課

はどう判断するのか。そして、等というのは、例えばどういうことを表

すのかなと思いまして、教えてください。 

 

矢野税務課長 ＤＶ被害者等の認定につきましては、警察等に相談があって、

警察から、この方はそれに該当するということで、市の市民課に通知が

来ますので、その方を対象といたします。被害者等というところの「等」

ですが、ストーカーであったりとか、ドメスティックバイオレンスだけ

ではなくて、ストーカー行為であったりというところも想定しておるも

のでございます。 

 

宮本政志副委員長 伊場委員が質疑した４番で、「登記所への申出があった場

合には」ですから、なかった場合はどうなるんですか。 

 

桑原税務課課長補佐兼固定資産税係長 このＤＶ被害者の支援措置になります

けれども、あくまで申請主義というか、申請があって、こちらのほうの

住所の記載とかが省略されるという形になります。警察署に届け出て、

その証明書を持って支援措置の申請をされることになりますから、その

申請がない限りは住所の記載を隠すというか、そういったことは措置が

なされないことになります。また、登記所への申出というのが、固定資

産にも登記の住所を記載するようになりますので、登記所への住所の記

載の申請という形になるかと思います。 

 

宮本政志副委員長 そうすると、記載されるのが嫌なら申し出したほうがいい

よというのは警察が言うんですか。それとも市がそれを周知するんです

か。教えてあげないと、知らんやったらそのままになってしまう。時々

全国でも事件があるんだけど、その辺り市はどのように対応されるんで

すか。 
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桑原税務課課長補佐兼固定資産税係長 その辺りは、支援措置の申請書の段階

で、住所もそうなんですが、固定資産に関する項目のところに記載する

項目がございまして、そこに記載するようになっております。ですから、

申請の段階で、もし該当するものがあれば、そこに記載されて確認する

ことになっております。支援措置をされたいという方の持っていらっし

ゃる資産があるかどうかの記載を書くようになっています。 

 

宮本政志副委員長 そういうことを聞いているんじゃなくて、申請をするのは

例えば義務じゃないと思うんですよ。ただ、警察に行った、ＤＶの被害

者という形で市に来るわけでしょ。だから、市に来て、この方がもう記

載しないでと申出をするのは義務じゃなくて、その方が自分でしないと

いけないってことでしょ。しないといけないことを知らなかったという

ことはないんですか。被害者ということで警察から市に来たら、もうこ

れは必ず１００％申出をするようになって、そして住所に代わる事項を

記載していくという流れになっているんですか。漏れはないということ

ですか。 

 

矢野税務課長 被害者の方が、被害を届け出る書面に自分たちの住所とか家族

とかで持っている資産とかを書く欄があるんですね。その資産というと

ころに記載があれば、その方は資産を持っているということになります

ので、固定資産税係のほうに連絡が来るようになります。同じ紙が来ま

すので、何が書かれているかによって、この方については固定資産があ

るかないかというところは把握できますので、そのように把握をしてい

る状態でございます。 

 

岡山明委員 先ほども聞いたわがまち特例なんですが、公害防止用設備に変わ

ったということで、先ほど４社あると言われましたよね。この４社がど

の会社かというのは聞けますか。 

 

矢野税務課長 特定の事業所になりますので、ここでの発言を控えさせていた
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だきたいと思います。 

 

岡山明委員 「公害防止用設備に係る」という表現があるんですよね。そうい

う公害防止に対して投資している、努力している会社がどこか聞くわけ

にいかんという状況なんですか。努力している会社なんだから、特例と

して課税標準を下げるという状況になっているんだけど、教えてもらう

ことは厳しいということですか。 

 

矢野税務課長 あくまでも企業情報というふうに捉えておりますので、大変申

し訳ございませんけど、発言を控えさせていただきたいと思います。 

 

長谷川知司委員長 ほかにございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、ここで質疑を打ち切ります。議案第６２号に対して討論はござい

ませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。では、議案

第６２号山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定について、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成で、議案第６２号は可決すべきものと決しました。

どうもお疲れ様でした。ここでちょっと休憩しましょう。５０分まで休

憩します。 

 

午前９時４４分 休憩 

 

午前９時５０分 再開 

 

長谷川知司委員長 では、休憩を解きまして委員会を再開いたします。議案第

６５号山陽小野田市議会議員及び山陽小野田市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行
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部からの説明を求めます。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 それでは、議案第６５号山陽小野田市議会議員

及び山陽小野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例の制定について御説明いたします。令和４年４月６

日、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律等の一部を改正す

る法律が施行され、国政選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ビラの作成等に係る公営費の限度額が引き上げられました。従来

より市議会議員及び市長選挙の選挙における選挙公営費等は、国の基準

を参考として定めていることから、国の改正に伴い所要の整備を図るも

のです。詳細につきましては、選挙運動用自動車についてですが、タク

シー等を使用する場合については変更ありませんが、個別に契約する場

合の自動車の借入れが１日当たり１万５,８００円から１万６,１００円

に、燃料代が１日当たり７,５６０円から７,７００円に変更となりまし

た。なお、運転手の雇用費用については変更がありません。次に、選挙

運動用ビラの作成費が、１枚当たり７円５１銭から７円７３銭に変更と

なりました。最後に、選挙運動用ポスターの作成費として、印刷費が１

か所当たり５２５円６銭から５４１円３１銭に、企画費が１８万６,３０

０円から１８万９,７５０円に変更となりました。これによりポスター掲

示場１か所当たりとして計算すると、１,４４２円が１,４７６円に変更

となります。これにより市長選挙の場合、候補者２名とした場合、２万

８,２２２円の増、市議会議員選挙の場合、候補者３０名とし、半数がタ

クシー等を使用した場合、２７万９,６６０円の増加となります。以上で

説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員長 執行部からの説明が終わりました。委員からの質疑を受け

付けます。 

 

宮本政志副委員長 半数がタクシーの場合と、先ほどおっしゃっていました。

実際、割合はどんな感じですか。 
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亀田選挙管理委員会事務局長 昨年の市議会議員選挙の場合、たしか４、５人

ぐらいがタクシーだったと思います。残りは個別の契約だったと思って

おります。うろ覚えなので申し訳ないんですが。 

 

宮本政志副委員長 そうすると想定人数の半数よりも、全然実際は少なかった

と。これ先ほどの車両の経緯、タクシーのほうは変更ありませんという

ことは、タクシーのほうが安いんですか、それとも高いんですか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 タクシーの場合なんですが、１日当たり６万４，

５００円となりまして、通常の個別契約にするよりもかなり高い金額と

なります。 

 

岡山明委員 この金額というのは国が決定された金額なんでしょうけど、例え

ば、政令指定都市とか、人口比に関しての金額のぶれというのはないで

すか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 これにつきましては、あくまで先ほど言いまし

た国の国会議員の基準が変わったということで、市議会議員及び市長選

挙については、それぞれの市町等で決定することとなっております。し

たがいまして、岡山委員の言われたとおり、市町によって差が出てくる

と思います。 

 

岡山明委員 最終的には、市町の選挙管理委員会で金額を決められるという状

況で、例えば、今言われたようにタクシーとか金額的に格差があると言

われましたけど、ポスターにしても、例えば市長選において、ポスター

１枚の金額の格差がどれぐらいあるか、一番高いところと低いところで

どれくらい金額に差があるか、その辺は調べていますか。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 全国的なものとしては、ちょっとそこまでの数



 20 

字を把握しておりませんが、県内で申し上げますと、まずタクシーにつ

きましては、ほとんどの市町が６万４，５００円となっております。一

部６万２００円というところもございます。それから車の借入れにつき

ましては、１万６，１００円から１万５，３００円という形で差がござ

います。燃料についても大体一緒ぐらいですが、７，７００円ぐらいか

ら７，３５０円。運転手の雇用は大体１万２，５００円と１万１，７０

０円。それからポスターの作成につきましては、１枚当たりを作成して

おりませんが、……すみません。これはポスターの掲示場の数によって

違うんで、ちょっと単純に計算ができません。申し訳ございません。そ

ういう差がございます。 

 

岡山明委員 ポスターに関しては１枚当たりの金額の差がどうかという部分だ

けでいいんですけど、あとそれぞれ形状違いますので、ポスター１枚当

たりの印刷代です。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 先ほど申し上げましたとおり、掲示場の数が５

００以下の場合と５００を超える場合とによって、その基準が国の法律

でも変わってきます。申し訳ございませんが、今手元にそこまでの資料

がございません。 

 

岡山明委員 そういうことで５００枚掲示するかしないかで、金額が違ってく

るという状況で、山陽小野田市に関しては、掲示板は３００枚ぐらいで

すかね。 

 

亀田選挙管理委員会事務局長 ２０３枚です。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

質疑をこれで打ち切ります。討論はございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり）討論なしと認めます。では、議案第６５号山陽小野田市議会議員

及び山陽小野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
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一部改正の制定について、採決いたします。条例について賛成の方の挙

手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成。議案第６５号は可決すべきものと決しました。

以上で審査内容を終わりましたので、委員会を閉会します。どうもお疲

れ様でした。 

 

午前９時５８分 散会 

 

令和４年（２０２２年）９月５日              

 

                総務文教常任委員長 長谷川 知 司  


